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＜＜＜＜    要要要要    約約約約    ＞＞＞＞    
 
認知症は様々な原因で起きる病態の総称であるが、2005 年の認知症者数
を基準にした推計では 2005 年の 200 万人強から 30 年後の 2035 年にはおよ
そ 2倍以上の 450 万人に増加することが示されている。 
 
2000 年に介護保険が導入されて以来、認知症に関する意識や認識が大き
く変化してきたことは間違いない。しかし、認知症者の医療とケアの目的が
彼らの自立支援あるいは生活支援であることを考えると、まだまだ課題が山
積になっている。 
 
主な課題としては以下の通り、３つの課題があると考えられる。 

１．早期診断・早期発見のため、専門医と保健・福祉関係者を含めた
ネットワークの整備 

２．認知症者の人権問題 

３．行動・心理症状への対応 

本文ではこれらの課題に対して詳しく説明する。 
 
認知症疾患では、適確な診断と治療が求められることはいうまでもない。
それと同時に認知症があっても、彼らが地域で生活していくための有効かつ
効率的な仕組みを考える必要がある。多職種によるチーム・アプローチが求
められるため、適切な診断に基づいて、保健・医療・福祉・介護関係者との
密接なコミュニケーションが最も重要になり、治療効果や予後も大きく影響
を受ける。 
 
認知症者が生活している地域の特徴を踏まえて、医療・ケアに関わる関係
者がそれぞれの役割を的確に果たすことができるかどうかが今後重要とな
ってくる。 


